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は
じ
め
に

　

大
坂
の
四
ケ
所
を
は
じ
め
と
す
る
非
人
研
究
は
、
岡
本
良
一
と

藤
木
喜
一
郎（

１
）が

先
鞭
を
つ
け
、
内
田
九
州
男（

２
）や

塚
田
孝（

３
）ら（
４
）に

よ
っ

て
大
き
な
進
展
を
遂
げ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
そ
の
多
く
を
上

下
巻
か
ら
な
る
﹃
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
﹄
お
よ
び
﹃
悲
田
院
文

書（
５
）﹄
に
負
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
神
戸
市
立
博
物
館
が
所
蔵
す
る

天
王
寺
の
長
吏
文
書
が
公
刊（

６
）さ

れ
る
こ
と
で
、
新
た
な
研
究
の
飛

躍
が
望
め
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
か
つ
て
藤
木
論
文
か
ら
岡
本
が
年
代
を
特
定（
７
）し
た
、
四

ケ
所
の
非
人
の
総
数
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
史
料
と
し
て
、
大
坂
東

町
奉
行
所
与
力
荻
野
勘
左
衛
門
に
あ
て
た
酉
正
月
二
四
日
付
の

﹁
四
ケ
所
非
人
人
数（

８
）
﹂
の
口
上
は
、
正
確
に
は
以
下
に
掲
げ
る
史

特
集

大
坂
四
ケ
所
組
織
と
十
三
組

小
野
田　

一
幸

　

本
稿
は
、
近
世
大
坂
の
非
人
研
究
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
非
人
組
織
で
あ
る
十
三
組
の
実
態
を
、
二
〇
〇
七
年
発
刊
予
定
の
﹃
長
吏
文
書
﹄
な
ど
か
ら

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
る
。
十
三
組
は
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
か
ら
翌
四
年
に
か
け
て
、
大
坂
市
中
の
無
宿
・
野
非
人
対
策
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
、
四
ケ
所
に
配
分
さ
れ
た
集
団
が
そ
の
起
こ
り
で
あ
る
。
集
団
を
束
ね
た
の
が
十
三
組
小
頭
で
、
当
初
の
組
頭
の
人
数
に
依
拠
し
て
﹁
十
三
組
﹂
と
称
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
成
立
の
経
緯
か
ら
、
十
三
組
は
四
ケ
所
の
長
吏
・
小
頭
か
ら﹁
差
別
の
意
識
﹂を
持
た
れ
て
い
た
が
、
公
役
は
同
様
に
勤
め
る
存
在
で
も
あ
り
、

組
織
内
の
構
成
員
は
四
ケ
所
と
様
々
な
点
で
関
わ
り
を
持
ち
、
流
動
性
も
有
し
て
い
た
。

要　
　

約
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料
で
あ
る
。

　
　
　

鳶
田
長
吏
下
囲
内
ニ
罷
在
候
者
共
人
数

　
　
　
　
　

弐
百
六
拾
六
人

　
　
　

悲
田
院
長
吏
下
囲
之
内
ニ
罷
在
候
者
共
人
数

　
　
　
　
　

三
百
七
拾
九
人

　
　
　

道
頓
堀
長
吏
下
囲
内
ニ
罷
在
候
者
共
人
数

　
　
　
　
　

三
百
四
拾
三
人

　
　
　

天
満
長
吏
下
囲
内
ニ
罷
在
候
者
共
人
数

　
　
　
　
　

百
七
拾
人

　
　

〆
千
六
拾
弐
人

　
　

酉
正
月
廿
四
日 

吉
左
衛
門

　
　
　

 

金　
　

助

　
　

 

右
人
数
御
尋
ニ
付
、
差
上
候
、
尤
此
外
ニ
十
三
組
小
頭
支
配
下
人

数
凡
千
斗
も
御
座
候
由
、
口
上
ニ
て
奉
申
上
候
事

　
　
　

御
掛
り

　
　
　
　

荻
野
勘
左
衛
門
様

　

一
読
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
史
料
は
鳶
田
・
悲
田
院

（
天
王
寺
）・
道
頓
堀
・
天
満
の
四
ケ
所
長
吏
下
の
囲
か
こ
い

内な
い

（
垣か
い

外と

）

に
属
す
る
非
人
数
を
列
記
し
、﹁
此
外
ニ
十
三
組
小
頭
支
配
下
人

数
﹂
を
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
掲
げ
ら
れ
た
人
数
は
、
与
力
荻

野
の
求
め
に
応
じ
、
鳶
田
長
吏
吉
左
衛
門
と
天
王
寺
長
吏
金
助
が

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
当
時
に
把
握
し
て
い
た
抱
非
人
の
人
数

を
提
出
し
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
藤
木
論

文
の
記
載
を
岡
本
論
文
で
は
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
た
め
、
記
載
順

序
や
史
料
の
一
部
が
省
略
さ
れ
て
い
る（

９
）こ

と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　

今
一
度
、
史
料
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
四
ケ
所
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え

る
人
数
は
、
悲
田
院
の
三
七
九
人
か
ら
天
満
の
一
七
〇
人
ま
で
多

寡
が
あ
る
が
、
合
計
で
一
一
五
八
人
（
史
料
上
は
一
〇
六
二
人
）

で
あ
る
。
続
く
部
分
か
ら
は
、
十
三
組
小
頭
支
配
下
に
、
四
ケ
所

の
総
人
数
に
匹
敵
す
る
凡
そ
千
人
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

前
掲
の
岡
本
論
文
で
は
、
続
い
て
非
人
人
数
に
つ
い
て
﹃
草
間

伊
助
筆
記
﹄
巻
一）

10
（

を
も
と
に
﹁
記
述
が
簡
単
な
の
で
断
定
す
る
の

は
い
さ
さ
か
危
険
で
は
あ
る
が
、こ
の
小
家
住
み
の
二
千
人
余
が
、

長
吏
下
囲
内
の
抱
非
人
で
、
他
は
野
非
人
な
の
だ
ろ
う）

11
（

﹂
と
推
測

し
て
い
る
。
た
だ
岡
本
が
捉
え
て
い
た
一
一
五
八
人
と
い
う
人
数

と
、
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
頃
の
記
録
と
考
え
ら
れ
る
こ
の

数
字
と
は
、
か
な
り
隔
た
り
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

同
史
料
は
、

　
　

一 

大
坂
中
非
人
此
度
御
吟
味
有
之
、
書
付
出
し
申
承
り
申
候
、
尤

新
規
乞
食
ハ
是
迄
之
商
賣
も
書
付
、
非
人
不
残
名
前
書
出
し
候

様
ニ
被
仰
付
候
、

　
　
　
　

惣
數
六
千
人

　
　
　
　
　

但
し
、
内
貳
千
八
百
人
ハ　

當
地
之
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
内
貳
千
人
餘
ハ
小
家
ア
リ
、
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内
貳
百
人
ハ　
　
　
　

紀
州
之
者
、

　
　
　
　
　
　
　

内
百　

人
ハ　
　
　
　

京
之
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　

内
貳
千
九
百
人
ハ　
　

諸
國
方
々
之
者
、

と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
小
家
を
有
す
る
二
千

人
余
と
は
、
む
し
ろ
前
掲
の
﹁
四
ケ
所
非
人
人
数
﹂
に
記
さ
れ
た

四
ケ
所
と
十
三
組
小
頭
支
配
下
の
非
人
総
数
を
指
し
て
い
る
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
十
三
組
が
、
非
人
組
織
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地

は
な
い
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
研
究
史
で
は
正
面
か
ら
取
り

あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
支
配
を
担
っ

た
小
頭
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
十
三
組
の
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

一　

十
三
組
の
具
体
相

　

本
章
で
は
、
前
記
の
課
題
に
答
え
る
た
め
に
、
十
三
組
そ
し
て

そ
の
組
を
束
ね
た
小
頭
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
に

つ
い
て
、
明
ら
か
に
す
る
作
業
か
ら
始
め
る
。

　

依
拠
す
る
の
は
、
四
天
王
寺
が
所
蔵
す
る
﹁
四
个
所
長
吏
住
居

之
地
非
人
村
と
大
坂
絵
図
面
ニ
相
顕
ニ
て
歎
个
敷
、
認
書
之
儀
願

立
東
御
奉
行
所
哀
当
山
江
悲
田
院
由
緒
御
尋
ニ
付
申
立
一
件
・
同

長
吏
四
人
之
者
江
準
扶
持
指
遣
、
用
向
之
砌
帯
刀
為
致
召
仕
度
旨

を
以
申
付
候
処
、
彼
等
哀
届
出
御
尋
ニ
付
委
細
及
御
答
御
聞
置
一

件）
12
（

﹂
と
題
す
る
史
料
で
あ
る
。
同
史
料
は
、
大
坂
三
郷
の
版
行
絵

図
（
大
坂
の
都
市
図
）
で
あ
る
﹁
天
保
八
酉
年
改
板
大
坂
絵
図
﹂

に
天
満
・
道
頓
堀
が
、
さ
ら
に
﹁
去
辰
年
（
弘
化
元
年
）
新
板
之

大
絵
図
面）

13
（

﹂
に
は
天
王
寺
と
鳶
田
が
﹁
非
人
村
﹂
と
の
記
載
が
加

え
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
、
四
ケ
所
長
吏
が
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

に
訂
正
を
求
め
た
一
件
を
一
つ
の
主
題
と
し
て
い
る
。以
下
で
は
、

同
史
料
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
十
三
組
に
関
わ
る
記
述
を
そ

の
順
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
十
三
組
が
置
か
れ
た
場
所
に
関
し
て
で
あ
る
。﹁
其
外

四
天
王
寺
丑
寅
ニ
当
り
候
字
毘
沙
門
池
或
者
高
原
・
鳶
田
・
山
添

等
ニ
罷
在
候
十
三
組
小
屋
頭
并
同
手
下
野
小
屋
躰
之
も
の
共
住
居

之
地
を
も
非
人
村
与
書
加
へ
売
弘
メ
居
申
候
﹂
と
あ
る
。
こ
の
記

載
か
ら
、
毘
沙
門
池
・
高
原
・
鳶
田
・
山
添
等
に
十
三
組
小
屋
頭

が
置
か
れ
、
組
下
の
野
小
屋
が
建
て
ら
れ
居
住
地
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
続
く
﹁
等
﹂
と
い
う
文
言
か
ら
は
、
こ
れ
以
外

の
地
に
も
十
三
組
小
屋
頭
が
置
か
れ
、
手
下
の
野
小
屋
が
あ
っ
た

と
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
内
田
が
﹃
悲

田
院
文
書
﹄
の
解
題）

14
（

で
﹁
天
王
寺
垣
外
の
構
成
員
は
、
右
の
悲
田

院
の
地
だ
け
に
い
た
の
で
は
な
く
、
他
の
い
く
つ
か
の
所
に
分
散

し
て
生
活
し
て
い
た
﹂
と
述
べ
、
享
保
一
五
年
（
一
七
二
九
）、

天
明
九
年
（
一
七
八
〇
）
そ
し
て
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
お
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け
る
居
所
を
列
記
し
、﹁
こ
れ
ら
の
う
ち
小
頭
や
年
行
司
が
い
た

の
は
砂
場
と
毘
沙
門
（
毘
沙
門
池
）
で
、
こ
の
二
カ
所
に
比
較
的

大
き
な
集
団
が
あ
っ
た
﹂
と
し
て
い
る
。
内
田
が
指
摘
し
た
事
例

か
ら
、
十
三
組
の
所
在
地
と
し
て
、
小
頭
が
置
か
れ
た
砂
場
を
加

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。こ
の
砂
場
に
は
、文
久
二
年（
一
八
六
二
）

八
月
に
一
七
軒
の
野
小
屋
が
建
っ
て
い
た）

15
（

こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
。

　

な
お
、
以
下
で
扱
う
史
料
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
成
立
の
所

以
の
た
め
か
、
十
三
組
﹁
小
頭
﹂、
十
三
組
﹁
小
屋
頭
﹂
と
表
記

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
、
共
通
の
理
解
と
し
て
有
し
て
お
き

た
い
。
本
稿
で
は
、
煩
雑
さ
を
避
け
、
本
文
中
の
表
記
は﹁
小
頭
﹂

で
統
一
す
る
。

　

同
史
料
は
続
い
て
、
四
ケ
所
の
由
緒
に
つ
い
て
ふ
れ
た
の
ち
、

大
坂
市
中
の
無
宿
・
野
非
人
対
策
の
歴
史
的
な
経
緯
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
こ
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）

が
最
も
早
い
と
内
田
が
指
摘
し
て
い
た）

16
（

が
、
こ
こ
か
ら
は
、
慶
安

五
年
（
一
六
五
二
）
正
月
一
三
日
の
そ
れ
を
知
り
え
る
。
本
旨
か

ら
は
離
れ
る
が
、
今
後
の
非
人
研
究
の
た
め
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
﹁
市
中
徘
徊
罷
在
候
非
人
之
内
他
国
之
産
ニ
而
達
者
成
も

の
共
者
夫
々
生
国
へ
差
帰
シ
、
当
地
出
生
非
人
之
分
者
素
御
下
町

人
百
姓
共
之
内
無
頼
之
事
ニ
而
不
便
と
被
為
思
召
﹂
れ
、﹁
達
者

成
も
の
共
ヲ
撰
分
个
長
吏
手
下
﹂
に
し
、
東
横
堀
辺
浜
側
明
き
地

に
小
屋
を
建
て
、一
旦
同
所
に
引
き
取
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
他
国
か
ら
の
流
入
者
は
生
国
に
帰
す
こ
と
、
そ
の

一
方
で
大
坂
出
生
の
達
者
な
者
を
選
ん
で
非
人
組
織
に
組
み
入
れ

る
と
い
う
二
種
の
無
宿
・
野
非
人
対
策
を
看
取
で
き
る
。
管
見
の

限
り
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
大
坂
に
お
け
る
無
宿
・
野
非
人
対
策

の
嚆
矢
だ
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う）

17
（

。

　

こ
の
記
事
の
あ
と
、
十
三
組
の
成
立
に
つ
い
て
ふ
れ
た
件
が
あ

る
。
そ
れ
は
天
和
四
年
（
一
六
八
四
）
二
月
の
無
宿
・
野
非
人
対

策）
18
（

に
お
い
て
﹁
右
之
内
心
底
宜
キ
も
の
共
十
三
人
を
見
立
十
三
組

小
屋
頭
与
相
唱
へ
壱
个
所
へ
弐
人
ツ
ヽ
相
分
、
都
合
八
人
を
四
个

所
附
ニ
い
た
し
、
残
り
五
人
者
是
又
引
取
場
所
ヲ
相
定
メ
同
様
四

个
所
長
吏
共
手
下
ニ
差
加
へ
、
右
十
三
人
之
小
屋
頭
共
を
以
非
人

共
之
世
話
為
仕
候
よ
り
当
時
ニ
至
り
候
而
も
非
人
手
下
被
為
仰

付
、
長
吏
へ
御
引
渡
相
成
候
も
の
共
者
兼
而
奉
申
上
置
候
通
、
右

十
三
人
之
小
屋
頭
共
順
番
相
定
置
同
人
共
へ
為
引
取
﹂た
と
あ
る
。

こ
の
記
載
か
ら
は
、
十
三
組
が
成
立
し
た
の
は
天
和
四
年
で
あ
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
野
非
人
の
な
か
で
も
心
底
宜
し
き
者
一
三
人
を

見
立
て
、
四
ケ
所
に
二
人
ず
つ
、
五
人
を
他
の
引
取
場
所
を
定
め

て
置
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
﹁
十
三
組
﹂
と
は
、
成
立
当

初
の
小
屋
頭
の
人
数
に
依
拠
し
た
も
の
で
、
編
成
単
位
の
呼
称
な

の
で
あ
る
。
彼
ら
が
以
降
、
非
人
手
下
と
な
り
四
ケ
所
長
吏
に
引

き
渡
さ
れ
た
野
非
人
の
世
話
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
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十
三
組
小
頭
は
、
野
非
人
を
居
住
さ
せ
た
小
屋
を
支
配
す
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
以
後
に
は
御
用
（
役
）
も
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
経
緯
は
、﹁
十
三
組
小
屋
頭
共
御
用
向
ニ
為
携
候
儀
者
正
徳

五
年
六
月
市
中
摂
河
在
共
物
騒
ニ
而
御
見
廻
り
御
供
被
為
仰
付
﹂

れ
た
と
み
え
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
六
月
の
市
中
、
摂
津
・

河
内
両
国
の
見
廻
り
の
供
役
が
端
緒
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い

る
。こ
の
役
を
勤
め
る
に
い
た
っ
た
の
は
、畿
内
を
は
じ
め
勢
州
・

播
州
・
紀
州
辺
り
ま
で
、
四
ケ
所
長
吏
・
小
頭
配
下
か
ら
出
役
す

る
人
手
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
に
帰
因
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ

以
降
、
十
三
組
小
頭
は﹁
今
以
四
个
所
小
頭
共
同
様
御
用
向
相
勤
﹂

め
る
運
び
と
な
る
。
こ
の
十
三
組
の
御
用
が
小
頭
と
同
様
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
多
く
の
史
料
が
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

四
ケ
所
が
勤
め
た
御
用
に
つ
い
て
は
、
塚
田
が
詳
細
な
分
析
を

行
っ
て
い
る）

19
（

の
で
そ
れ
に
譲
り
、
垣
外
小
頭
と
十
三
組
小
頭
が
同

様
の
御
用
を
勤
め
て
い
た
こ
と
を
寛
政
期
（
一
七
八
九
～
一
八
〇

〇
）
の
長
吏
と
小
頭
の
間
で
の
取
り
決
め
を
列
記
す
る
史
料
か
ら

確
認
し
て
お
く
。
ま
ず
、
町
奉
行
の
定
町
廻
り
の
御
用
と
盗
賊
方

御
用
な
ど
を
記
す
寛
政
二
年
正
月
の
﹁
諸
事
出
方
定）

20
（

﹂
で
は
、
天

王
寺
垣
外
の
小
頭
五
名
と
と
も
に
、
砂
場
小
頭
久
四
郎
、
毘
沙
門

小
頭
文
助
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
ま
た
、
他
国
聞
合
わ
せ
御
用
に

際
し
、
倹
約
な
ど
を
再
度
申
し
合
わ
せ
た
寛
政
九
年
一
一
月
の

﹁
定）

21
（

﹂
で
も
、﹁
諸
事
出
方
定
﹂
と
同
様
に
、
垣
外
小
頭
四
名
と
十

三
組
小
頭
（
作
蔵
忰
文
助
・
作
蔵
・
久
四
郎
）
が
連
名
し
て
い
る
。

な
お
、
文
助
は
即
座
に
小
頭
で
あ
る
と
は
判
じ
が
た
い
が
、
同
列

に
記
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
作
蔵
の
代
役
に
あ
っ
た
も
の
と
解
し

て
お
く
。
さ
ら
に
、
御
用
を
勤
め
る
に
際
し
て
の
規
定
を
盛
り
込

ん
だ
寛
政
一
二
年
正
月
の
﹁
条
）々
22
（

﹂
は
、
毘
沙
門
作
蔵
・
同
人
倅

文
助
、
砂
場
久
四
郎
と
い
っ
た
十
三
組
小
頭
が
名
を
連
ね
る
形
態

で
あ
る
が
、
四
天
王
寺
垣
外
小
頭
五
名
が
連
名
す
る
同
文
の
﹁
条 

）々
23
（

﹂
が
あ
り
、
垣
外
小
頭
と
十
三
組
小
頭
が
同
様
の
御
用
を
勤
め

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
﹁
条
々
﹂
の
五
条
目
に
は
、﹁
在

小
頭
年
行
司
并
下
人
番
ニ
至
迄
﹂
と
あ
り
、
町
廻
り
御
用
や
諸
国

御
用
は
、
双
方
の
小
頭
下
の
年
行
司
や
下
人
ま
で
も
が
勤
め
て
い

た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
十
三
組
小
頭
配
下
の
者
が
、
他
の
垣
外

と
同
様
に
﹁
若
キ
者
﹂
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ

る
。

　

十
三
組
の
成
立
経
緯
な
ど
は
、
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
史

料
か
ら
は
、
も
う
一
点
注
目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
四
ケ
所
の
垣

外
で
は
、
十
三
組
と
は
差
別
化
を
図
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
当
該
部
分
は
﹁
元
来
四
个
所
長
吏
共
同
个
所
ニ
て

五
人
ツ
ヽ
有
之
組
頭
与
唱
候
小
頭
共
与
右
十
三
組
小
頭
共
与
者
身

分
之
濫
觴
訳
柄
も
相
違
仕
候
儀
ニ
而
（
略
）
右
十
三
組
小
頭
并
同

手
下
野
小
屋
同
様
之
も
の
共
住
居
之
地
所
与
四
个
所
長
吏
住
居
之

地
所
与
前
書
之
通
一
躰
非
人
村
ニ
相
成
候
而
者
手
下
身
躰
支
配
向
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之
差
別
順
々
も
相
立
不
申
﹂
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
も
と
も
と
四

ケ
所
に
五
人
ず
つ
置
か
れ
た
組
頭
と
十
三
組
小
頭
と
は
、
身
分
の

お
こ
り
、
訳
柄
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
を
根
拠

に
、
以
下
の
論
点
が
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
絵
図
に

四
ケ
所
と
十
三
組
の
在
所
を
一
括
し
て
﹁
非
人
村
﹂
と
注
記
を
施

す
こ
と
が
、﹁
他
国
遠
境
之
も
の
共
迄
も
及
見
聞
候
て
自
ラ
嘲
り

受
候
様
成
行
﹂﹁
右
図
面
手
広
ニ
売
弘
り
往
々
非
人
村
之
通
号
ニ

相
成
候
而
ハ
、
摂
河
・
播
州
之
内
長
吏
手
下
多
人
数
之
番
人
共
自

ラ
長
吏
を
蔑
ニ
い
た
し
心
得
違
仕
候
も
の
も
出
来
﹂
る
点
を
あ
げ

る
。
つ
ま
り
こ
の
一
件
は
、
他
国
や
遠
国
の
絵
図
購
入
者
が
﹁
非

人
村
﹂
の
記
載
を
も
っ
て
嘲
り
賤
視
す
る
こ
と
、
四
ケ
所
が
そ
の

配
下
に
お
い
た
在
方
非
人
番
が
四
ケ
所
と
十
三
組
を
同
一
視
す
る

こ
と
で
、
組
織
内
の
階
層
が
弛
緩
す
る
こ
と
を
長
吏
が
危
惧
し
、

忌
避
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
穿
っ
た
見
方
を
す
る

な
ら
ば
、
四
ケ
所
と
し
て
は
十
三
組
の
所
在
地
を
﹁
非
人
村
﹂
と

記
載
し
て
い
て
も
、
差
別
化
を
図
る
と
い
う
点
で
は
支
障
が
な
か

っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
差
別
化
は
、
こ
れ
以
外
の
史
料
で
も
看
取

で
き
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
ふ
れ
よ
う
。

二　

天
王
寺
垣
外
と
十
三
組
と
の
関
わ
り
︵
１
︶

　

前
章
で
は
、
十
三
組
の
所
在
地
や
成
立
経
緯
な
ど
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
十
三
組
小
頭
が
四
ケ
所
そ
れ
ぞ
れ
に

二
人
ず
つ
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
え
た
。こ
の
こ
と
か
ら
、

十
三
組
が
四
ケ
所
お
よ
び
そ
の
長
吏
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と

い
え
る
。
こ
の
点
を
念
頭
に
お
き
、
本
章
で
は
長
吏
文
書
に
含
ま

れ
る
相
続
関
係
史
料
か
ら
、
天
王
寺
垣
外
と
の
関
係
に
つ
い
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。

１　

垣
外
小
頭
勘
助
の
相
続
一
件
か
ら

　

ま
ず
、
天
王
寺
垣
外
の
小
頭
を
勤
め
た
勘
助
の
跡
目
相
続
の
一

件
書
類
に
み
え
る
十
三
組
に
関
わ
る
記
載
を
手
が
か
り
に
、
そ
の

関
係
に
つ
い
て
さ
ぐ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
の
前
に
、
こ
の
跡
目
相
続
一
件
に
い
た
る
ま
で
の
概
略
を
述

べ
て
お
こ
う
。
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
九
月
一
六
日
、
小
頭
勘

助
が
﹁
数
年
私
欲
筋
在
之
、
其
上
家
内
ニ
武
器
等
餝
り
置
、
衣
類

抔
甚
お
ご
り
、
支
配
長
吏
江
對
し
不
糺
之
義
共
度
々
在
之
趣
達
上

聞
﹂
し
、
召
し
捕
り
の
う
え
、
華
美
な
家
財
道
具
や
武
器
類
な
ど

を
没
収
さ
れ
、
同
日
に
高
原
小
屋
預
け
と
な
っ
た
。
な
お
、
家
内

妻
子
は
、
天
王
寺
長
吏
・
小
頭
預
け
の
処
分
を
被
っ
て
い
る
。
そ

の
後
、
勘
助
は
約
四
〇
日
の
入
牢
、
翌
文
政
二
年
八
月
一
八
日
に

西
御
番
所
へ
呼
び
出
さ
れ
﹁
御
前
所
ヲ
構
ひ
、
大
坂
三
郷
拂
為
被

仰
付
﹂
れ
る
処
分
を
受
け
た
。
こ
の
一
件
に
よ
っ
て
、
勘
助
の
跡

役
に
つ
い
て
は
、
長
吏
の
﹁
心
任
せ
ニ
致
可
様
被
為
仰
渡
﹂
れ
る
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こ
と
に
な
る）

24
（

。

　

こ
れ
を
う
け
て
、勘
助
家
の
相
続
と
小
頭
役
の
跡
目
に
つ
い
て
、

長
吏
善
十
郎
か
ら
文
政
二
年
一
一
月
に
認
め
ら
れ
た
の
が
、
以
下

の
﹁
乍
恐
口
上）

25
（

﹂
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　

 

当
八
月
御
仕
置
被
為　

仰
付
候
私
下
小
頭
勘
助
跡
役
之
者
、
早
速

取
極
可
申
上
筈
ニ
御
座
候
処
、
勘
助
儀
勤
中
出
情
ニ
仕
候
者
之
儀

ニ
付
、
忰
共
も
御
座
候
古
又
故
、
餘
人
江
跡
役
取
極
候
ハ
ヽ
、
是
迠

之
出
情
も
無
足
ニ
相
成
、
外
小
頭
共
存
念
之
程
も
如
何
与
奉
存
、

跡
々
為
励
ニ
も
相
成
可
申
哉
と
奉
存
候
故
、
小
頭
林
兵
衛
ヲ
勘
助

跡
役
ニ
取
立
遣
し
、同
人
弟
与
作
与
申
者
ヲ
林
兵
衛
為
致
養
子
ニ
、

勘
助
娘
当
年
拾
三
才
ニ
相
成
候
者
与
為
見
合
、
末
々
ニ
而
者
勘
助

先
祖
之
名
前
ニ
為
致
改
名
為
相
勤
度
奉
存
候
、
乍
併
林
兵
衛
儀
小

頭
与
唱
罷
有
候
得
共
、
私
共
手
前
ニ
而
ハ
十
三
組
小
屋
頭
与
唱
、

端
々
野
小
屋
之
為
致
支
配
有
之
候
者
ニ
付
、
外
小
頭
与
者
格
別
之

者
ニ
御
座
候
ニ
付
、
外
小
頭
並
ニ
取
立
遣
し
候
ハ
ヽ
、
此
上
猶
々

出
情
可
仕
様
奉
存
候
、且
又
太
八
儀
者
元
若
キ
者
ニ
御
座
候
得
共
、

死
亡
小
頭
保
兵
衛
代
勤
い
た
し
罷
有
候
者
ニ
付
、
保
兵
衛
方
ニ
相

続
人
出
来
候
ハ
ヽ
、
元
之
若
キ
者
ニ
立
戻
り
候
身
分
ニ
御
座
候
、

然
ニ
近
年
出
情
ヲ
心
掛
罷
有
候
ニ
付
、
是
又
為
励
ミ
之
林
兵
衛
跡

小
屋
頭
ニ
取
立
遣
候
ハ
ヽ
、
猶
又
出
情
ニ
可
相
勤
様
奉
存
候
、
且

者
死
亡
定
助
之
代
勤
小
頭
忠
七
始
、
若
キ
者
迠
も
一
統
之
励
ニ
も

相
成
可
申
哉
ニ
奉
存
候
、
右
之
通
ニ
取
極
候
上
、
御
断
可
奉
申
上

様
奉
存
候
得
共
、
近
年
十
三
組
之
者
共
ニ
長
吏
・
小
頭
与
縁
組
致

間
敷
様
一
同
為
申
合
候
儀
も
御
座
候
ニ
付
、
私
一
己
之
了
簡
ヲ
以

右
躰
取
計
仕
候
ハ
ヽ
、
定
而
外
長
吏
・
小
頭
共
哀
故
障
申
立
相
妨

可
申
哉
与
奉
存
候
故
、
恐
多
御
儀
ニ
者
御
座
候
得
共
、
故
障
申
立

候
砌
ニ
者
御
内
々
御
下
知
奉
蒙
候
様
、
申
聞
為
致
納
得
度
奉
存
候

間
、
何
卒
格
別
之
御
慈
悲
ヲ
以
、
此
段
内
々
御
聞
済
被
為
成
下
候

ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
吏

　
　
　
　

夘
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

善 

十 

郎

　

こ
の
史
料
も
含
め
、小
頭
勘
助
に
関
わ
る
史
料
を
通
覧
す
る
と
、

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
期
に
、
長
吏
善
十
郎
（
九
代
）
と

八
代
長
吏
善
助
の
体
調
が
不
具
合
の
折
に
そ
の
代
勤
を
な
し
た
勘

助
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
、
垣
外
を
二
分
す
る
よ
う
な
状
態
に
あ
っ

た）
26
（

こ
と
が
把
握
で
き
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係

上
深
く
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
、
十
三
組
に
関
連
す
る
記
載
に
限

っ
て
検
討
を
加
え
る
。

　

前
掲
し
た
口
上
に
お
い
て
、
長
吏
善
十
郎
は
、
小
頭
勘
助
の
跡

役
を
倅
政
二
郎
に
継
が
せ
る
の
で
は
な
く）

27
（

、
十
三
組
小
頭
林
兵
衛

を
跡
役
と
し
た
い
と
唱
え
て
い
る
。
加
え
て
弟
与
作
を
林
兵
衛
の

養
子
と
し
、
勘
助
の
娘
と
見
合
わ
せ
て
、
後
に
は
改
名
の
上
で
勘

助
家
の
名
跡
を
継
が
せ
た
い
と
す
る
。
林
兵
衛
に
と
っ
て
は
、
勘
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助
の
跡
役
（
小
頭
）
は
あ
く
ま
で
も
一
時
的
な
継
承
に
す
ぎ
な
い

と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
家
の
継
承
を
図
る
の
は
、
小
頭

役
が
世
襲
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
と
い
え
よ
う）

28
（

。
た

だ
、
大
坂
三
郷
払
の
処
分
を
受
け
た
勘
助
家
の
継
承
が
企
図
さ
れ

た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
長
吏
代
勤
経
験
を
有
す
る
有
力
な

家
に
伸
長
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
対
抗
勢
力

で
あ
っ
た
勘
助
家
を
即
座
に
滅
失
さ
せ
る
こ
と
は
、
垣
外
組
織
を

混
乱
に
お
ち
い
ら
せ
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
た
め
善
十
郎
が

忌
避
し
た
の
で
あ
ろ
う）

29
（

。

　

し
か
し
、
善
十
郎
が
提
示
し
た
勘
助
家
の
相
続
案
に
は
、
以
下

に
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
障
壁
を
有
し
て
い
た
。
林
兵
衛
が
小
頭
と

は
い
え
、﹁
私
共
手
前
ニ
而
ハ
十
三
組
小
屋
頭
与
唱
、
端
々
野
小

屋
之
為
致
支
配
有
之
候
者
ニ
付
、
外
小
頭
与
者
格
別
之
者
﹂
と
い

う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
垣
外
の
長
吏
・
小
頭
か
ら
す
れ
ば
、
林

兵
衛
は
野
小
屋
の
支
配
、
野
非
人
の
居
住
地
を
支
配
す
る
た
め
に

置
か
れ
た
小
頭
で
、
格
別
の
者
と
い
う
﹁
差
別
の
意
識
﹂
が
あ
っ

た
か
ら
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
前
章
で
引
用
し
た
史
料
に
お
い
て

も
確
認
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
由
緒
の
違
い
、
換

言
す
れ
ば
、
四
ケ
所
成
立
当
初
か
ら
存
続
し
て
き
た
小
頭
の
系
譜

を
ひ
く
も
の
で
は
な
く
、
野
非
人
の
狩
り
こ
み
に
よ
っ
て
新
た
に

編
成
さ
れ
た
組
織
の
小
頭
で
あ
る
が
ゆ
え
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は

単
に
天
王
寺
垣
外
だ
け
に
お
け
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
四
ケ
所

の
長
吏
・
小
頭
か
ら
み
た
場
合
、
こ
れ
が
十
三
組
小
頭
の
特
質
の

一
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
﹁
差
別
の
意
識
﹂
を
具
現
化
し
た
の
が
、
次
の
文
面
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
﹁
近
年
十
三
組
之
者
共
ニ
長
吏
・
小

頭
与
縁
組
致
間
敷
様
一
同
為
申
合
候
儀
も
御
座
候
ニ
付
、
私
一
己

之
了
簡
ヲ
以
右
躰
取
計
仕
候
ハ
ヽ
、
定
而
外
長
吏
・
小
頭
共
哀
故

障
申
立
相
妨
可
申
哉
与
奉
存
﹂
る
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
十
三
組

の
構
成
員
と
長
吏
・
小
頭
は
縁
組
を
し
な
い
よ
う
、
一
同
が
申
し

合
わ
せ
て
い
た
こ
と
を
知
り
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
長
吏
善
十
郎
が

独
断
で
こ
の
相
続
案
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
他
の
長
吏
・
小
頭
の

反
発
な
ど
を
惹
起
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。た
だ
、

善
十
郎
が
文
政
三
年
四
月
に
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
口
上
の
案
文）

30
（

に
は
、
過
去
の
例
と
し
て
、
鳶
田
長
吏
休
右
衛
門
の
先
親
吉
右
衛

門
が
存
生
中
に
休
右
衛
門
の
姉
妹
や
伯
母
を
在
方
小
頭
や
平
番
人

に
嫁
が
せ
た
の
は
外
聞
が
悪
い
た
め
、
一
二
、
三
年
前
、
文
化
三
、

四
年
（
一
八
〇
六
、
七
）
に
取
り
決
め
た
申
し
合
わ
せ
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
も
と
も
と
若
キ
者
で
あ
る
文

右
衛
門
が
、
天
満
小
頭
太
右
衛
門
の
実
子
勘
六
が
幼
少
の
折
に
代

勤
を
な
し
、
か
つ
長
吏
清
八
が
死
亡
時
に
も
す
ぐ
に
長
吏
代
勤
と

し
て
長
年
勤
め
た
例
を
引
き
合
い
に
出
し
、﹁
十
三
組
小
頭
哀
廿

人
組
小
頭
ニ
引
直
り
候
例
無
之
与
者
被
申
間
敷
﹂
と
反
論
し
て
い

る
。
十
三
組
に
対
置
し
て
、
廿
人
組
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
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ら
判
断
す
る
と
、﹁
廿
人
組
﹂
は
四
ケ
所
の
小
頭
を
指
し
て
い
る

こ
と
は
、
前
章
で
掲
げ
た
史
料
も
含
め
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う）

31
（

。

  
な
お
こ
の
口
上
は
、
勘
助
跡
役
の
相
続
案
が
主
題
で
あ
る
が
、

本
稿
に
則
せ
ば
、
も
う
一
つ
興
味
深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
そ

れ
は
林
兵
衛
が
勘
助
の
跡
役
に
つ
い
た
折
に
は
、
十
三
組
小
頭
に

垣
外
小
頭
保
兵
衛
の
代
勤
を
行
い
﹁
近
年
出
情
ヲ
心
掛
﹂
け
て
い

る
若
キ
者
太
八
を
そ
の
後
任
と
し
た
い
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
は
、
十
三
組
小
頭
を
垣
外
の
若
キ
者
が
勤
め
る
こ
と
が
、
若

キ
者
の
励
み
に
な
る
と
い
う
組
織
の
活
性
化
に
対
す
る
善
十
郎
の

考
え
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
背
景
と

し
て
は
、
京
都
悲
田
院
か
ら
養
子
と
し
て
天
王
寺
長
吏
林
家
を
継

い
だ
善
十
郎
が
、
組
織
内
に
確
固
た
る
地
歩
を
築
こ
う
と
す
る
意

識
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

２　

砂
場
小
頭
久
四
郎
の
跡
目
相
続
の
口
上
か
ら

　

次
に
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
七
月
の
年
記
を
有
す
る
﹁
乍

恐
口
上）

32
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﹂
か
ら
、
十
三
組
小
頭
の
任
免
な
ど
に
関
し
て
、
そ
の
実

態
に
迫
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　

一 

私

　
　
　

 

親
類
十
三
組
砂
場
小
屋
頭
先
々
久
四
郎
儀
、
不
筋
之
儀
有
之
御

咎
中
病
死
仕
、
廿
五
个
年
前
、
天
保
九
戌
年
同
人
忰
久
蔵
へ
跡

役
被
為
仰
付
相
勤
居
候
處
、
是
又
不
身
持
ニ
て
出
奔
仕
、
行
衛

不
知
候
よ
り
、
暫
く
勤
役
之
も
の
無
御
座
、
然
ル
所
、
前　

御

長
吏
様
厚
御
憐
情
を
以
跡
相
續
之
も
の
見
立
候
様
、
死
失
私
養

母
な
つ
并
親
類
忠
七
・
庄
次
郎
江
向
、毎
々
被
為　

仰
付
候
付
、

親
類
共
種
々
申
談
、相
当
之
も
の
見
立
度
是
彼
掛
合
仕
候
得
共
、

何
分
薄
徳
之
上
、
右
躰
先
代
之
も
の
共
相
續
不
埒
ニ
借
財
相
嵩

候
而
己
な
ら
す
、
既
ニ
聊
之
家
督
迠
も
手
放
し
候
及
仕
義
、
跡

相
続
方
六
ケ
敷
候
故
哉
、
兎
角
養
子
之
示
談
行
届
兼
、
手
延
ニ

成
行
御
差
支
相
成
候
段
奉
恐
入
［
暫
（
貼
紙
に
よ
る
抹
消
）

時
御
宥
免
奉
願
上
候
よ

り
相
續
之
も
の
見
立
］［
候（
貼
紙
）得

共
、
相
應
之
者
見
立
候
迠
御
宥

免
奉
願
上
候
よ
り
、
右
不
定
中
］
相
成
候
迠
者　

御
仲
様
へ
御

引
上
被
為
成
候
条
被
為
仰
渡
候
後
、　

御
仲
様
御
見
立
代
勤
相

成
、
新
八･

武
助
与
引
續
相
勤
候
儀
ニ
御
座
候
、
右
ニ
付
絶
家

久
四
郎
方
累
代
之
位
牌
・
仏
事
・
年
忌
営
并
借
財
之
向
都
而
私

方
江
引
取
、
世
話
仕
候
ニ
付
而
者
、
絶
家
相
成
候
段
歎
ケ
敷
、

何
卒
今
一
応
再
興
之
義
奉
願
上
度
、
兼
々
親
類
共
申
談
罷
有
候

得
共
、
差
当
相
續
ニ
見
立
候
も
の
も
無
御
座
、
且
者　

御
仲
様

よ
り
代
勤
御
見
立
相
成
、其
勤
役
之
衆
江
憚
旁
差
扣
罷
有
候
處
、

追
々
年
立
候
内
、
私
義
ニ
忰
共
数
多
出
産
仕
、
既
兄
貞
吉
当
拾

五
歳
ニ
て
、
当
春
御
役
見
習
願
済
相
成
候
義
ニ
付
、
今
般
親
類

共
楽
談
之
上
、
何
卒
右
貞
吉
を
以
久
四
郎
絶
家
相
賡
之
義
被
為

　

仰
付
候
様
、
奉
願
上
度
奉
存
候
付
、
親
類
并
合
役
林
三
郎
共
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連
印
仕
奉
願
上
候
、［
何
（
貼
紙
に
よ
る
抹
消
）

卒
］
格
別
之
以
御
憐
愍
御
聞
済
被

為　

成
下
、
絶
家
再
興
被
為　

仰
付
候
ハ
ヽ
、
廣
太
之
御
慈
悲

難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　

文
久
弐
戌
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

捨　
　

吉
㊞

　
　
（
張
紙
）

　
　
　
﹁ 

尤
貞
吉
を
以
久
四
郎
跡
相
続
之
儀
蒙
御
聞
済
候
上
者
、
久
四

郎
居
小
屋
跡
へ
家
建
仕
、
貞
吉
を
為
引
移
候
様
可
仕
之
處
、

難
渋
之
手
元
ニ
而
、
居
小
屋
取
建
候
義
難
出
来
、
殊
に
同
人

い
ま
た
年
若
に
も
御
座
候
付
、
手
元
融
通
付
候
迠
之
処
、
御

廓
内
ニ
仮
住
被
仰
付
候
様
御
願
奉
申
上
候
、
且
亦
忰
共
之
内

惣
領
之
者
ハ
、
他
へ
差
遣
候
儀
い
た
す
間
敷
旨
、
兼
而
被
仰

渡
有
之
處
、
左
様
願
上
候
義
、
奉
恐
入
候
得
と
も
、
前
条
之

通
私
方
ニ
忰
共
多
御
座
候
義
ニ
付
、
何
卒
格
別
之
御
憐
愍
を

以
御
聞
被
成
下
候
ハ
者
、
絶
家
再
興
之
御
慈
悲
有
仕
合
奉
存

候
、
已
上 

﹂

　

こ
れ
は
、
砂
場
小
頭
久
四
郎
が
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
﹁
不

筋
之
儀
有
之
御
咎
中
病
死
﹂
し
た
跡
役
の
倅
駒
蔵
が
﹁
不
身
持
ニ

て
出
奔
仕
、
行
衛
不
知
﹂
に
な
っ
た
あ
と
、
久
四
郎
家
の
跡
目
相

続
を
、
親
類
筋
に
あ
た
る
捨
吉
か
ら
願
い
出
た
口
上
で
あ
る
。
宛

所
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
の
長
吏
善
十
郎
に
出
さ
れ
た

口
上
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

史
料
中
﹁
前　

御
長
吏
様
厚
御
憐
情
を
以
跡
相
続
之
も
の
見
立

候
様
、
死
失
私
養
母
な
つ
并
親
類
忠
七
・
庄
次
郎
江
向
、
毎
々
被

為　

仰
付
﹂
れ
た
と
あ
る
と
お
り
、
長
吏
か
ら
は
空
席
で
あ
っ
た

砂
場
小
頭
の
跡
役
を
決
め
る
よ
う
に
、
親
類
に
対
し
て
た
び
た
び

指
示
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
跡
目
相
続
者
と
し

て
、
適
切
な
人
物
が
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
借
財
が
嵩
み
家
督
ま

で
も
手
放
し
て
い
た
た
め
、
養
子
が
整
わ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
﹁
相
應
之
者
見
立
候
迠
御
宥
免
奉
願
上
候
よ
り
、
右
不

定
中
相
成
候
迠
者　

御
仲
様
へ
御
引
上
﹂
げ
、﹁
御
仲
様
御
見
立

代
勤
相
成
、
新
八
・
武
助
与
引
續
相
勤
﹂
め
さ
せ
る
と
い
う
措
置

を
講
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
新
八
・
武
助
と
い
っ
た
二
名

の
代
勤
者
は
、
前
節
で
ふ
れ
た
若
キ
者
太
八
に
十
三
組
小
頭
を
任

じ
る
案
か
ら
も
、
十
三
組
の
構
成
員
で
は
な
く
天
王
寺
垣
外
の
若

キ
者
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
垣
外
長
吏
と
小

頭
で
構
成
さ
れ
る
御お
ん
な
か仲
が
、
十
三
組
小
頭
の
代
勤
者
を
定
め
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
任
免
を
掌
握
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ

は
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
九
月
に
毘
沙
門
小
頭
文
助
の
跡
役

を
與
兵
衛
の
倅
文
助
が
仰
せ
つ
か
っ
た
際
の
﹁
一
札）

33
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﹂
に
お
い
て

も
宛
所
は
長
吏
・
組
頭
（
小
頭
）
御
中
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
確
認
で
き
る
。

　

長
吏
と
の
従
属
関
係
に
つ
い
て
は
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）

一
二
月
の
﹁
悲
田
院
之
者
不
作
法
一
件）

34
（

﹂
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
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そ
こ
で
は
、
四
天
王
寺
役
人
に
対
し
て
不
作
法
が
あ
っ
た
場
合
、

咎
の
責
め
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、同（
天

王
寺
）
組
下
砂
場
小
頭
佐
助
か
ら
﹁
私
共
忠
助
之
手
下
ニ
付
都
而

之
支
配
者
請
居
候
﹂
と
返
答
し
て
お
り
、
天
王
寺
長
吏
忠
助
の
支

配
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

な
お
、
久
四
郎
の
相
続
一
件
に
関
連
し
て
、﹁
文
久
二
年
八
月

八
日
申
上
る）

35
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﹂
と
注
記
す
る
天
保
一
〇
年
八
月
の
下
書
に
は
、
久

四
郎
の
倅
久
蔵
は
駒
次
郎
の
名
で
み
え
る
。
そ
こ
に
は
﹁
不
所
存

者
ニ
而
度
々
利
解
申
聞
候
得
共
、
不
相
用
御
用
向
も
不
勤
い
た
し

候
付
、
小
頭
役
取
放
申
付
候
、
尤
右
者　

盗
賊
方
様
へ
御
窺
済
之

上
取
計
仕
候
﹂
と
あ
り
、
町
奉
行
所
盗
賊
方
与
力
の
内
諾
を
得
て

い
た
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
、
四
天
王
寺
役
人
に

も
﹁
悲
田
院
長
吏
並
小
頭
共
迄
も
交
代
之
節
者
其
段
可
届
出
事
﹂

と
す
る
寛
政
九
年
の
﹁
申
渡）

36
（

﹂
か
ら
判
断
す
る
に
、
十
三
組
小
頭

が
交
代
す
る
際
に
も
同
様
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ

る
。

　

相
続
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
こ
の
口
上
が
示
す
よ
う
に
、
久
四
郎

そ
し
て
倅
久
蔵
、
親
類
筋
の
捨
吉
倅
貞
吉
の
養
子
相
続
願
い
と
続

く
よ
う
に
、
十
三
組
の
小
頭
役
は
基
本
的
に
四
ケ
所
の
小
頭
と
同

様
に
家
の
継
承
に
よ
っ
て
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。た
だ
、

十
三
組
小
頭
才
吉
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
長
患
い
と
借
財
が
嵩

み
、
世
帯
が
難
渋
し
た
折
に
は
、
小
頭
を
一
代
勤
め
に
し
て
欲
し

い
と
の
願
い
も
出
さ
れ
て
い
る）

37
（

。
前
述
し
た
代
勤
と
併
せ
て
、
流

動
性
が
あ
っ
た
小
頭
役
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、﹁
親
類
并
合
役
林
三
郎
共
連
印
仕
奉
願
上
﹂
る
と
の
文

言
か
ら
は
、
天
王
寺
長
吏
の
も
と
で
十
三
組
小
頭
と
し
て
、
砂
場

と
毘
沙
門
が
合
役
と
し
て
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
た
だ
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
な
の
か
、
具
体
的
に
は
把
握

で
き
て
い
な
い
の
で
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

以
上
、
二
節
に
わ
た
っ
て
、
相
続
関
係
史
料
を
も
と
に
、
天
王

寺
垣
外
と
十
三
組
小
頭
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
。
前
章
で

の
内
容
も
踏
ま
え
る
と
、
四
ケ
所
（
本
稿
で
は
天
王
寺
垣
外
が
中

心
で
あ
る
が
）
の
小
頭
と
十
三
組
小
頭
は
長
吏
の
下
に
属
す
る
と

は
い
え
、
決
し
て
一
括
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
共

通
し
た
理
解
と
し
て
持
て
た
と
思
う
。

三　

天
王
寺
垣
外
と
十
三
組
の
関
わ
り
︵
２
︶

　
﹁
差
別
の
意
識
﹂
が
四
ケ
所
に
存
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
基

づ
き
、
十
三
組
の
構
成
員
と
四
ケ
所
の
長
吏
・
小
頭
と
の
縁
組
は

仲
間
内
の
申
し
合
わ
せ
で
規
制
し
て
い
た
こ
と
は
先
述
の
と
お
り

で
あ
る
。
た
だ
縁
組
も
含
め
、
十
三
組
と
天
王
寺
垣
外
の
間
で
、

人
的
な
関
わ
り
が
全
く
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。

以
下
で
は
、
数
点
の
史
料
に
よ
り
、
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
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に
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
塚
田
が
定
式
勧
進
の
例
と
し
て
紹
介）

38
（

し
た
﹃
悲
田
院
文

書
﹄
の
所
収
史
料）

39
（

か
ら
検
討
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　

奉
指
上
一
札

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

砂
場
小
頭
佐
助
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
行
司
文
右
衛
門
支
配
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千 

代 

松

　
　

一
私
儀
去
寅
十
二
月
廿
一
日
、
悲
田
院
若
キ
衆
文
治
郎
・
小
四
郎

節
季
候
祝
儀
申
受
ニ
罷
出
候
節
、
袋
持
ニ
被
相
雇
罷
越
候
処
、

松
屋
町
九
之
助
橋
筋
西
江
入
北
側
油
屋
渡
世
之
御
方
ニ
而
、
右

文
治
郎
・
小
四
郎
御
仲
个
間
作
法
相
背
候
儀
有
之
由
ニ
而
、
私

義
も
今
日
迄
御
差
留
メ
被
成
恐
入
候
得
共
、
袋
持
之
義
ニ
付
表

ニ
罷
在
候
故
、
一
向
何
之
様
子
も
不
存
候
得
共
、
不
行
届
段
急

度
御
呵
之
上
、
御
憐
愍
ヲ
以
高
原
預
个
御
免
被
成
下
難
有
奉
存

候
、
以
後
被
相
雇
候
共
随
分
気
を
附
、
少
し
ニ
而
も
仲
个
間（
作
脱
カ
）法

相
背
キ
候
儀
及
見
聞
ニ
候
ハ
ヽ
、
早
速
可
奉
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

寛
政
七
年
卯
正
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
代
松
爪
印

　
　
　

 

右
千
代
松
儀
御
憐
愍
之
上
高
原
江
御
預
ヲ
御
免
被
成
下
難
有
奉

存
候
、
以
来
右
躰
不
行
届
儀
無
之
様
急
度
可
申
付
候
、
依
而
奥

印
奉
差
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
右
衛
門
㊞

　
　
　
　

四
个
所

　
　
　
　
　

御
長
吏
中
様

　
　
　
　
　

小
頭　

中
様

　

こ
れ
は
、
松
屋
町
九
之
助
橋
筋
西
へ
入
る
北
側
の
油
屋
渡
世
の

方
で
若
キ
者
文
治
郎
と
小
四
郎
が
一
二
月
に
﹁
非
人
の
芸
能
﹂
と

し
て
節せ

季き

候ぞ
ろ

祝
儀
を
申
し
受
け
る
際
、
両
名
が
仲
間
作
法
に
背
い

た
こ
と
に
関
わ
り
、
袋
持
を
勤
め
て
い
た
千
代
松
が﹁
高
原
預
个
﹂

を
免
れ
た
際
に
提
出
し
た
一
札
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
仲
間
作
法

に
背
い
た
の
か
は
史
料
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
が）

40
（

、
文
治
郎
と
小

四
郎
は
﹁
高
原
ニ
御
差
留
﹂
め
ら
れ
た
あ
と
、﹁
四
个
所
仲
个
間

ヲ
御
払
﹂
の
処
分
を
う
け
て
い
る）

41
（

。
な
お
小
四
郎
は
、
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）
二
月
に
﹁
不
埒
成
儀
﹂
で
所
払
い
と
な
る）

42
（

な
ど
、

素
行
が
悪
い
人
物
で
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
。

　

千
代
松
に
付
し
た
肩
書
か
ら
は
、前
々
章
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

砂
場
小
頭
下
に
は
年
行
司
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ

ま
り
十
三
組
で
も
、
天
王
寺
垣
外
と
同
様
に
年
行
司
を
置
き
、
配

下
の
非
人
集
団
の
統
制
を
図
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
年
行

司
文
右
衛
門
が
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う

な
職
掌
を
担
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

こ
の
事
例
か
ら
千
代
松
は
、
悲
田
院
の
若
キ
者
文
治
郎
・
小
四

郎
が
節
季
候
を
行
う
際
、
祝
儀
を
受
け
と
る
袋
持
を
し
て
い
た
こ
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と
が
確
認
で
き
る
。
門
付
け
芸
を
行
う
文
治
郎
と
小
四
郎
、
そ
し

て
袋
持
の
千
代
松
の
三
人
が
一
つ
の
単
位
で
、
市
中
を
廻
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
千
代
松
の
よ
う
に
、
若
キ
者
に
雇
用
さ
れ
、
袋
持

に
従
事
し
て
い
た
事
例
の
多
寡
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。
た

だ
、
史
料
中
に
﹁
以
後
被
相
雇
候
共
随
分
気
を
附
﹂
け
と
あ
る
の

で
、
そ
の
後
も
雇
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
ま
た
、
市
中
の
勧
進
に
毘
沙
門
や
砂
場
の
構
成
員
が
加
わ
っ

て
い
た
こ
と
は
、
早
く
享
保
一
九
年
（
一
七
三
三
）
一
二
月
一
八

日
に
作
成
さ
れ
た
﹁
寅
年
節
季
候
申
渡
覚）

43
（

﹂
に
も
み
ら
れ
る
。
そ

こ
に
は
、毘
沙
門
の
肩
書
を
有
す
る
勘
兵
衛
以
下
市
ま
で
九
人（
押

印
の
な
い
六
兵
衛
が
連
記
）、
砂
場
伝
七
か
ら
久
助
ま
で
三
人
、
都

合
一
二
人
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
の
覚
は
、
十
三
組
成
立
か
ら

五
〇
年
を
経
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
十
三
組
の
構

成
員
は
、
若
キ
者
と
市
中
の
定
式
勧
進
に
携
わ
っ
て
い
た
と
判
断

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
十
三
組
小
頭
を
天
王
寺
垣
外
の
若
キ
者
か
ら
輩
出
し
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
章
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
以
下
で
は
、
人
の
移
動
に
注
目
し
て
、
天
王
寺
垣
外
と
十
三

組
の
関
わ
り
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
し
よ
う
。

　

次
に
掲
げ
る
の
が
、
長
吏
文
書
に
含
ま
れ
る
﹁
乍
恐
口
上）

44
（

﹂
で

あ
る
。
巳
十
二
月
と
し
か
記
さ
な
い
が
、
他
の
長
吏
文
書
の
史
料

か
ら
も
、
弘
化
二
年（
一
八
四
五
）と
判
断
が
で
き
る
一
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　

一 

私
儀

　
　
　

 

多
病
ニ
而
御
役
用
向
難
相
勤
候
付
、
砂
場
年
行
司
力
松
忰
庄
吉

与
申
者
ハ
上
本
町
三
丁
目
出
生
ニ
而
、
拾
三
四
个
年
斗
以
前
哀

天
王
寺
御
蔵
跡
ニ
弟
子
相
勤
罷
在
、
当
巳
拾
九
才
ニ
而
、
兼
而

実
躰
成
も
の
ニ
付
、同
家
ニ
差
加
へ
、御
役
用
向
代
勤
為
仕
度
、

此
段
御
届
奉
申
上
候
、
右
御
聞
済
被
為
成
下
候
ハ
ヽ
、
難
在
奉

存
候
、
已
上

　
　
　
　
　

巳
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与 

之 

助
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
之
通
申
出
候
付
奥
印
仕
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長 

五 

郎
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利 

兵 

衛
㊞

　
　
　
　

御
長
吏
様

　

奥
書
に
記
さ
れ
た
年
行
司
長
五
郎
と
利
兵
衛
の
名
前
か
ら
、
与

之
助
は
天
王
寺
垣
外
の
若
キ
者
と
判
断
が
で
き
る
。
注
目
し
た
い

の
は
、
こ
の
与
之
助
が
多
病
を
理
由
に
砂
場
年
行
司
力
松
の
倅
庄

吉
を
養
子
に
迎
え
、
用
向
き
を
代
勤
さ
せ
た
い
と
い
う
願
い
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
養
子
と
い
う
形
態
で
十
三
組
と
天
王
寺
垣
外
間
で

人
の
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
庄
吉
が
大
坂
市
中

の
上
本
町
三
丁
目
の
生
ま
れ
で
、
一
三
、
四
年
以
前
か
ら
天
王
寺
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御
蔵
跡
（
寛
政
三
年
に
難
波
御
蔵
に
統
廃
合
）
の
町
場
化
さ
れ
た
地

で
弟
子
を
勤
め
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
十
三
組
砂
場
年
行
司
の

倅
で
あ
り
な
が
ら
、
上
本
町
三
丁
目
の
出
生
と
い
う
こ
と
は
、
力

松
が
か
つ
て
そ
の
地
で
垣
外
番
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
十
三
組
年
行
司
も
天
王
寺
垣
外
か
ら

の
流
入
者
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例

と
し
て
は
、
前
章
で
ふ
れ
た
十
三
組
小
頭
才
吉
も
該
当
す
る
で
あ

ろ
う）

45
（

。

　

続
い
て
、
十
三
組
小
頭
を
め
ぐ
る
人
の
移
動
を
確
認
し
、
縁
組

の
実
態
を
み
て
お
こ
う
。
例
え
ば
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
六

月
に
は
、﹁
新
屋
敷
小
頭
﹂
才
吉
が
同
家
き
く
を
摂
津
国
八
部
郡

駒
个
林
村
番
人
伊
助
方
へ
縁
付
か
せ
て
い
る）

46
（

。
十
三
組
小
頭
の
同

家
人
が
村
方
非
人
番
に
嫁
い
だ
例
で
あ
る
。
ま
た
、
嘉
永
七
年（
一

八
五
四
）
五
月
に
は
、
天
王
寺
垣
外
若
キ
者
楠
吉
の
姉
よ
ね
が
十

三
組
小
頭
才
吉
方
に
嫁
い
で
い
る）

47
（

。
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
す
る

に
、
十
三
組
小
頭
に
対
し
て
﹁
差
別
の
意
識
﹂
を
有
し
て
い
た
の

は
、
あ
く
ま
で
も
同
じ
呼
称
で
あ
っ
た
垣
外
小
頭
に
限
っ
た
も
の

と
さ
え
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
他
の
人
の
移
動
と
し
て
は
、
寛
政
元
年
六
月
に
、
兵
次
の

玄
孫
重
三
・
灘
八
そ
し
て
市
右
衛
門
の
玄
孫
万
吉
の
三
名
が
﹁
渡

世
不
勝
手
﹂
を
理
由
に
、﹁
毘
沙
門
小
屋
頭
文
助
組
下
﹂
へ
引
っ

越
し
を
願
い
出
た
例
が
あ
る）

48
（

。
宛
所
は
、
長
吏
・
小
頭
御
中
と
し

か
な
い
が
、
史
料
の
伝
存
か
ら
天
王
寺
垣
外
に
あ
て
た
口
上
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
天
王
寺
垣
外
か
ら
十
三

組
下
へ
の
人
の
移
動
を
看
取
で
き
よ
う
。
な
お
、
兵
次
玄
孫
・
市

右
衛
門
玄
孫
と
い
う
肩
書
き
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
等
は

転
類
族
の
子
孫
で
あ
っ
た）

49
（

。

　

史
料
の
残
存
状
況
か
ら
、
わ
ず
か
な
事
例
を
提
示
し
た
に
す
ぎ

な
い
が
、
当
初
は
野
非
人
の
収
容
先
で
あ
っ
た
砂
場
・
毘
沙
門
の

地
は
、
以
後
に
は
天
王
寺
垣
外
な
ど
か
ら
の
人
の
流
れ
も
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
逆
の
流
れ
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

頻
繁
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
垣
外
と
十
三
組
の
人
の
移
動
は
、

少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
し
て
も
支
障
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
大
坂
の
非
人
組
織
の
な
か
に
あ
っ
た
十
三
組
の
概

要
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
残
念
な
が
ら
、
総
体

的
な
把
握
は
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
各
種
史
料
か
ら
天
王
寺
垣
外

と
の
関
わ
り
な
ど
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
た
と
思
う
。
繰
り
返
す

こ
と
に
も
な
る
が
、
ま
と
め
と
課
題
を
提
示
し
て
結
語
に
か
え
た

い
。

　

十
三
組
は
、
四
ケ
所
の
よ
う
に
江
戸
初
期
か
ら
形
成
さ
れ
て
い

た
集
団
で
は
な
く
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
か
ら
翌
四
年
に
か
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け
て
の
大
坂
市
中
の
無
宿
・
野
非
人
対
策
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
、
四
ケ
所
に
配
分
さ
れ
た
集
団
を
端
緒
と
し
て
い
る
。
こ
の
集

団
を
束
ね
た
の
が
十
三
組
小
頭
で
あ
り
、
当
初
の
組
頭
の
人
数
に

依
拠
し
て
﹁
十
三
組
﹂
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
居
住

地
は
、
市
中
と
四
ケ
所
が
位
置
し
た
市
中
隣
接
村
に
構
え
て
い
る

が
、
天
王
寺
垣
外
で
は
そ
こ
に
隣
接
し
た
地
域
で
は
な
く
、
農
地

を
新
た
に
転
用
し
た
場
に
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
が
砂
場
と
毘
沙
門

で
あ
る
。
毘
沙
門
の
地
は
、
各
種
絵
図
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

が
、
砂
場
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い）

50
（

。
ま
た
十
三
組
は
、
四
ケ

所
内
の
組
織
で
あ
っ
た
が
﹁
外
小
頭
与
格
別
之
者
﹂
と
い
う
意
識

が
形
成
さ
れ
、
垣
外
小
頭
と
は
縁
組
を
し
な
い
よ
う
に
申
し
合
わ

せ
が
な
さ
れ
て
い
た
集
団
で
も
あ
っ
た
。た
だ
差
別
化
の
一
方
で
、

小
頭
勘
助
の
相
続
案
に
示
し
た
よ
う
に
、
長
吏
善
助
が
人
材
登
用

の
一
環
と
し
て
十
三
組
小
頭
役
を
生
か
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は

指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
初
は
野
非
人
の
収
容
先

で
あ
っ
た
十
三
組
に
は
、
後
に
小
頭
も
含
め
垣
外
か
ら
の
人
の
流

れ
も
少
な
か
ら
ず
看
取
で
き
た
。

　

さ
て
、
十
三
組
を
生
み
出
し
た
天
和
期
（
一
六
八
一
～
八
四
）

の
無
宿
・
野
非
人
対
策
は
、都
市
大
坂
が
成
熟
し
て
い
く
な
か
で
、

市
中
に
分
散
し
て
い
た
野
非
人
を
集
住
さ
せ
る
こ
と
で
、
統
制
を

図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
対
症
療
法
的
な
都
市
政

策
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
以
後
も
数
度
に
わ
た
り
野
非
人
対

策
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
塚
田
は
﹁
こ
れ
に
よ
っ
て
垣
外
仲
間
の
正
式
の
構
成

員
（
若
き
者
）
が
増
加
し
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
小
屋
棟

を
作
る
と
い
う
こ
と
に
窺
え
る
よ
う
に
、
独
立
の
小
屋
持
ち
に
な

る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
救
済
小
屋
に
収
容
す
る
よ
う
な
方
式
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
四
个
所
垣
外
に
非
人
救
済
施

設
が
付
け
加
わ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か）
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﹂
と
し
て
い

る
。
こ
の
塚
田
の
指
摘
は
、
的
を
射
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の

対
策
が
、
若
キ
者
層
を
輩
出
す
る
の
で
は
な
く
、
監
督
す
る
者
と

し
て
十
三
組
小
頭
を
設
け
、
野
小
屋
程
度
の
小
屋
を
造
り
野
非
人

を
収
容
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
監
督
さ
れ
る
側
は
、

塚
田
の
言
を
借
り
る
な
ら
ば
﹁
周
辺
在
方
の
野
小
屋
は
野
非
人）

52
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﹂

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
垣
外
の
小
頭
が
有
し
て
い
た
な

ら
ば
、
同
じ
﹁
小
頭
﹂
を
称
す
る
﹁
十
三
組
小
頭
﹂
に
対
し
て
、

自
分
た
ち
の
由
緒
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
、
差
別
化
を
図

ろ
う
と
す
る
意
識
が
働
く
の
は
十
分
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
も
あ

る
。

　

大
坂
の
非
人
社
会
に
お
い
て
は
、
長
吏―

小
頭―

若
キ
者
と
い

う
階
層
が
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
長
吏
の
下
に
位

置
し
た
十
三
組
で
は
、
小
頭
を
確
認
で
き
る
が
、
若
キ
者
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
天
王
寺
垣
外
で
若
キ
者
層
に
年
行

司
が
置
か
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
十
三
組
で
も
年
行
司
が
存
在
し
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て
い
た
こ
と
は
史
料
か
ら
は
知
り
え
る
。
加
え
て
十
三
組
は
、
鳶

田
・
道
頓
堀
・
天
満
の
垣
外
組
織
に
も
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
史

料
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
相
に
つ
い
て
は
明
ら
か

で
は
な
い
。
こ
れ
ら
を
さ
ぐ
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き

た
い
。

注（
１
） 岡
本
良
一
﹁
大
坂
の
非
人
﹂（﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
第
三
号
、
一
九
五

二
、
の
ち
同
著
﹃
乱
・
一
揆
・
非
人
﹄（
柏
書
房
、
一
九
八
三
に

収
録
）。
同
﹁﹁
大
阪
の
非
人
﹂
研
究
覚
書
﹂（
部
落
解
放
研
究
所

編﹃
近
世
部
落
の
史
的
研
究（
上
巻
）﹄解
放
出
版
社
、
一
九
七
九
、

の
ち
岡
本
前
掲
書
に
収
録
）。
藤
木
喜
一
郎
﹁
大
阪
町
奉
行
管
下

に
於
け
る
司
法
警
察
制
度
に
つ
い
て
﹂（﹃
創
立
七
〇
周
年
記
念
関

西
学
院
大
学
文
学
部
記
念
論
文
集
﹄
一
九
五
九
、
の
ち
同
著
﹃
江

戸
時
代
史
論
﹄
平
安
書
院
、
一
九
六
〇
に
収
録
）。

（
２
） 内
田
九
州
男
﹁
大
阪
の
非
人
研
究
ノ
ー
ト
﹂（﹃
大
阪
府
の
歴
史
﹄

第
五
号
、
一
九
七
四
）、
同
﹁
近
世
非
人
論
﹂（
部
落
問
題
研
究
所

編
﹃
部
落
史
の
研
究　

前
近
代
編
﹄
部
落
問
題
研
究
所
出
版
部
、

一
九
七
八
）、
同
﹁
江
戸
時
代
後
期
の
非
人
の
﹃
公
務
に
つ
い
て
﹄

（﹃
歴
史
科
学
﹄
八
七
、
一
九
八
一
）、
同
﹁
大
阪
四
ケ
所
の
組
織

と
収
入
﹂（﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
一
一
五
号
、
一
九
八
七
）、
同
﹁
大

阪
四
か
所
非
人
に
つ
い
て　

町
抱
え
再
論
﹂（﹃
部
落
問
題
研
究
﹄

第
一
二
三
号
、
一
九
九
三
）。

（
３
） 塚
田
孝
﹁
三
都
の
非
人
と
非
人
集
団
﹂（﹃
歴
史
学
研
究
﹄
五
三
四

号
、
一
九
八
四
、
の
ち
同
著
﹃
近
世
日
本
身
分
制
の
研
究
﹄
兵
庫

部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
八
七
に
収
録
）。
同
﹁
近
世
大
阪
に
お

け
る
非
人
集
団
の
組
織
と
御
用
﹂（﹃
年
報
都
市
史
研
究
﹄第
八
号
、

山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
）、
同
﹃
都
市
大
坂
と
非
人　

日
本
史

リ
ブ
レ
ッ
ト
︿
40
﹀﹄（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
）
な
ど
。
塚
田

の
大
坂
の
非
人
研
究
に
つ
い
て
は
、﹃
近
世
大
坂
の
非
人
と
身
分

的
周
縁
﹄（
部
落
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
七
）
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

（
４
） 朝
比
奈
孝
﹃
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書
﹄
に
お
け
る
非
人
の
足
洗
い

に
つ
い
て―

幕
府
法
令
と
非
人
解
放
の
実
態―

﹂（﹃
関
西
大
学
法

学
論
集
﹄
第
四
〇
巻
第
四
号
、
一
九
九
〇
）、
寺
木
伸
明
﹁
元
禄

十
一
年
三
月
﹃
天
王
寺
領
内
悲
田
院
中
間
宗
旨
御
改
帳
﹄
に
つ
い

て
﹂（﹃
大
阪
の
部
落
史
通
信
﹄
第
一
三
号
、
一
九
九
八
、
の
ち
同

人
著
﹃
近
世
身
分
と
被
差
別
民
の
諸
相
﹄
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇

〇
に
収
録
）。
同
﹁
元
禄
期
に
お
け
る
天
王
寺
﹁
非
人
﹂
集
団
の

諸
側
面
﹂（﹃
部
落
解
放
研
究
﹄）
第
一
六
五
号
、
二
〇
〇
五
）。
藤

原
有
和
﹁
摂
州
東
成
郡
天
王
寺
村
転
切
支
丹
類
族
生
死
改
帳
の
研

究
（
一
）（
二
）﹂（
関
西
大
学
﹃
人
権
問
題
研
究
紀
要
﹄
第
四
九
、

五
〇
号
、
二
〇
〇
四
、
二
〇
〇
五
）
な
ど
が
あ
る
。

（
５
） 岡
本
良
一
・
内
田
九
州
男
編
﹃
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書　

上
・
下
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巻
﹄清
文
堂
史
料
叢
書
第
８
・
９
刊
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
四
、

一
九
七
六
。
岡
本
良
一
・
内
田
九
州
男
編
﹃
悲
田
院
文
書
﹄
清
文

堂
史
料
叢
書
第
29
刊
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
九
。

（
６
） 長
吏
文
書
研
究
会
編
﹃
長
吏
文
書
﹄（
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
七

予
定
）。
な
お
、
同
史
料
を
用
い
た
研
究
と
し
て
、
高
久
智
広﹁
近

世
後
期
天
王
寺
長
吏
林
家
に
お
け
る
相
続
を
め
ぐ
っ
て―

長
吏
文

書
研
究
会
の
活
動
よ
り―

（
上
）（
下
）﹂（﹃
部
落
解
放
研
究
﹄
第

一
六
八
号
・
第
一
六
九
号
、
二
〇
〇
六
）
が
あ
る
。

（
７
） 前
掲
注
（
１
）
岡
本
﹁﹁
大
阪
の
非
人
﹂
研
究
覚
書
﹂。

（
８
） 長
吏
文
書
︽
五
二
七
︾。
以
下
、
前
掲
注
（
６
）﹃
長
吏
文
書
﹄
お

よ
び
前
掲
注
（
５
）﹃
悲
田
院
文
書
﹄
か
ら
の
引
用
は
、
長
吏
文

書
︽　

︾、
悲
田
院
文
書
︽　

︾
と
し
、︽　

︾
内
に
史
料
番
号
を

記
す
。

（
９
） 参
考
ま
で
に
、
前
掲
注
（
１
）
藤
木
﹁
大
阪
町
奉
行
管
下
に
於
け

る
司
法
警
察
制
度
に
つ
い
て
﹂
お
よ
び
前
掲
注
（
１
）
岡
本
﹁﹃
大

阪
の
非
人
﹄
研
究
覚
書
﹂
で
の
引
用
を
掲
げ
る
。

　
　
　
　

天
王
寺
長
吏
下
囲
内　
　
　

三
七
九
人

　
　
　
　

鳶　

田
長
吏
下
囲
内　
　
　

二
六
六
人

　
　
　
　

道
頓
堀
長
吏
下
囲
内　
　
　

三
四
三
人

　
　
　
　

天　

満
長
吏
下
囲
内　
　
　

一
七
〇
人

　
　
　
　
　
　

計　
　
　
　
　
　

一
、
一
五
八
人

（
10
） ﹃
大
阪
市
史
﹄
第
五
、
一
九
一
一
。
な
お
、﹃
浪
速
濫
觴
記
﹄（﹃
大

阪
の
部
落
史　

第
二
巻
﹄
史
料
編
近
世
２
、
二
〇
〇
六
所
収
）
に

あ
る
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
改
め
の
四
ケ
所
の
非
人
数
は
﹁
惣

人
数
千
弐
百
人
程
﹂
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
十
三
組
小
頭
配
下
の

人
数
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
） 前
掲
注
（
１
）
岡
本
﹁﹁
大
坂
の
非
人
﹂
研
究
覚
書
﹂
二
四
二
頁
。

（
12
） ﹃
大
阪
の
部
落
史　

第
三
巻
﹄
史
料
編
近
世
３
、
解
放
出
版
社
、

二
〇
〇
七
所
収
。
本
章
で
の
引
用
は
、
特
に
注
記
の
な
い
限
り
、

同
史
料
に
依
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
同
書
の

解
説
（
一
五
頁
）
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
13
） 天
保
八
年
新
改
大
絵
図
と
目
さ
れ
る
図
は
播
磨
屋
九
兵
衛
が
上
梓

し
た
三
舗
が
確
認
で
き
る
が
、
弘
化
元
年
図
は
管
見
の
限
り
で
は

見
出
せ
な
い
。
弘
化
二
年
に
は
、
二
種
類
の
大
坂
図
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
14
） 前
掲
注
（
５
）﹃
悲
田
院
文
書
﹄
二
四
七
頁
。

（
15
） 長
吏
文
書︽
一
〇
五
九
︾﹁
砂
場
地
面
並
小
屋
軒
数
書
上
﹂。
ま
た
、

寛
政
二
年
正
月
の
博
奕
取
締
の
連
判
請
書
﹁
申
渡
事
﹂（
悲
田
院

文
書
︽
五
九
︾）
で
は
、﹁
右
砂
場
年
行
司
文
右
衛
門
支
配
野
小
屋

ニ
罷
在
候
者
共
﹂
と
し
て
、
清
八
以
下
一
七
名
が
み
え
る
。
当
時

も
野
小
屋
は
一
七
軒
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
16
） 前
掲
注
（
５
）﹃
悲
田
院
文
書
﹄
二
四
九
～
二
五
一
頁
。

（
17
） 前
掲
注
（
３
）
塚
田
﹃
近
世
大
坂
の
非
人
と
身
分
的
周
縁
﹄
第
四

章
の
補
論
﹁
一
七
世
紀
後
半
の
垣
外
仲
間
﹂
で
慶
安
五
年
正
月
一
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三
日
付
の
﹁
大
坂
御
仕
置
留
﹂
か
ら
野
非
人
対
策
の
一
端
に
ふ
れ

て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
） 天
和
三
年
か
ら
翌
四
年
に
か
け
て
の
大
坂
市
中
に
お
け
る
野
非
人

の
狩
り
込
み
は
、
鳶
田
を
除
く
三
カ
所
に
男
女
一
五
三
人
を
分
け

て
居
住
地
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ど
の
垣
外
屋
敷
に
も

明
き
地
が
な
か
っ
た
た
め
、
近
隣
の
年
貢
地
を
も
っ
て
対
処
し
て

い
る
（﹁
一
大
坂
町
端
ニ
在
居
候
非
人
、
三
垣
外
在
所
江
引
取
被

仰
付
、
当
村
非
人
在
所
江
曳
取
ニ
付
畑
地
打
渡
之
事
﹂﹃
非
人
垣

外
一
件
﹄
前
掲
注
（
５
）﹃
道
頓
堀
非
人
関
係
文
書　

上
﹄
二
四

～
二
六
頁
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
王
寺
垣
外
で
は
、

　
　
　
　

一 

天
王
寺
両
垣
外
江
ハ
荒
地
開
キ
村
中
哀
遣
候
ニ
付
、
両
垣

外
者
銀
子
六
百
匁
出
申
候
由

　
　

と
記
さ
れ
、
天
王
寺
村
中
の
荒
れ
地
を
開
発
し
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
同
史
料
に
は
、
道
頓
堀
と
天
満
に
お
け
る
非
人
居
住
地
の

開
発
の
様
相
を
列
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
天
王
寺
と
鳶

田
の
両
垣
外
に
銀
子
六
百
匁
を
拠
出
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

両
垣
外
が
開
発
に
携
わ
っ
た
土
地
面
積
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

道
頓
堀
が
一
反
七
歩
の
地
を
一
貫
目
、
天
満
で
は
七
畝
ば
か
り
の

地
に
七
〇
〇
匁
を
あ
て
て
い
る
こ
と
か
ら
、
約
六
畝
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

（
19
） 前
掲
注
（
３
）
塚
田
﹁
近
世
大
阪
に
お
け
る
非
人
集
団
の
組
織
と

御
用
﹂。
同
論
文
は
﹁
手
覚
﹂（﹃
部
落
解
放
﹄
五
、
一
九
六
九
）﹃
大

坂
町
奉
行
所
旧
記
（
上
）（
下
）﹄（
大
阪
市
史
史
料
第
四
一
輯
・

第
四
二
輯
、
一
九
九
四
）
と
前
掲
注
（
５
）﹃
悲
田
院
文
書
﹄
を

用
い
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

（
20
） 悲
田
院
文
書
︽
九
六
︾﹁
諸
事
出
方
定
﹂。

（
21
） 悲
田
院
文
書
︽
一
〇
〇
︾﹁
定
﹂。
な
お
他
国
御
用
の
実
態
に
つ
い

て
は
、
前
掲
注
（
６
）﹃
長
吏
文
書
﹄
の
一
一
章
な
ど
に
掲
載
し

て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
22
） 悲
田
院
文
書
︽
一
〇
二
︾﹁
条
々
﹂。

（
23
） 悲
田
院
文
書
︽
一
〇
一
︾﹁
条
々
﹂。

（
24
） 長
吏
文
書
︽
七
九
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂。

（
25
） 長
吏
文
書
︽
八
二
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂。

（
26
） 長
吏
善
十
郎
か
ら
の
口
上
で
あ
る
た
め
、
少
々
割
り
引
い
て
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
小
頭
勘
助
と
善
十
郎
と
間
の
軋
轢
に
つ

い
て
は
、
文
化
一
三
年
一
一
月
の
﹁
乍
恐
口
上
﹂
長
吏
文
書
︽
三

六
〇
︾
に
詳
し
い
。
こ
の
口
上
は
、
若
キ
者
月
行
司
四
人
の
夜
廻

り
が
不
埒
で
あ
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
勘
助
が
年
行
司
小
八
を

厳
し
く
叱
り
つ
け
て
憤
死
さ
せ
た
一
件
に
関
わ
り
、
善
十
郎
が
問

責
で
押
込
処
分
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。

（
27
） 一
方
、
文
政
三
年
四
月
に
は
﹁
譬
死
腹
候
共
身
寄
之
者
之
内
、
心

底
宜
敷
者
ヲ
見
立
、
其
家
相
續
為
致
、
万
々
一
相
續
可
仕
者
無
之

節
者
、
中
間
内
之
忰
共
ヲ
養
子
ニ
差
遣
シ
来
﹂
た
こ
と
を
理
由
に

四
ケ
所
の
小
頭
一
〇
名
か
ら
勘
助
の
跡
式
を
下
げ
渡
し
て
欲
し
い
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と
口
上
が
出
さ
れ
て
い
る（
長
吏
文
書︽
二
九
八
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂）。

（
28
） 前
掲
注
（
27
）
長
吏
文
書
︽
二
九
八
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂
引
用
部
分
。

（
29
） こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
６
）
高
久
論
文
お
よ
び
（
社
）

部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
歴
史
部
会
一
月
例
会
報
告
（
二
〇
〇
七

年
一
月
一
三
日
）
で
の
高
久
智
広
﹁
長
吏
文
書
の
整
理
の
現
状
と

垣
外
仲
間
に
関
す
る
若
干
の
考
察
﹂
に
よ
る
。

（
30
） 長
吏
文
書
︽
五
二
五
︾［
小
頭
勘
助
跡
役
ニ
付
口
上
書
案
文
］。

（
31
） 廿
人
組
と
は
、
天
王
寺
垣
外
だ
け
の
小
頭
層
を
指
す
呼
称
で
は
な

く
、
前
掲
注
（
27
）
長
吏
文
書
︽
二
九
八
︾
な
ど
か
ら
も
、
四
ケ

所
小
頭
の
総
称
を
指
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

（
32
） 長
吏
文
書
︽
六
八
二
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂。

（
33
） 長
吏
文
書
︽
八
三
五
︾﹁
一
札
﹂

（
34
） ﹃
大
阪
の
部
落
史　

第
二
巻
﹄史
料
編
近
世
２
、部
落
解
放
研
究
所
、

二
〇
〇
六
所
収
。
ま
た
、
前
掲
注
（
26
）
長
吏
文
書
︽
三
六
〇
︾

の
﹁
乍
恐
口
上
﹂
な
ど
。

（
35
） 長
吏
文
書
︽
一
〇
四
七
︾［
文
久
弐
年
八
月
八
日
申
上
る
下
書
］

（
36
） 悲
田
院
文
書
︽
一
三
︾﹁
申
渡
﹂。

（
37
） 長
吏
文
書
︽
七
一
八
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂。
同
史
料
の
願
出
者
の
小
頭

は
才
吉
で
あ
る
が
、
肩
書
は
十
三
組
小
屋
頭
と
し
か
記
さ
な
い
。

砂
場
小
頭
か
毘
沙
門
小
頭
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
38
） 前
掲
注
（
３
）
塚
田
﹃
都
市
大
坂
と
非
人
﹄
七
五
～
七
六
頁
。

（
39
） 悲
田
院
文
書
︽
七
五
︾﹁
奉
指
上
一
札
﹂。

（
40
） 勧
進
の
申
し
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
塚
田
﹁
非
人
の
勧
進
と
垣
外

番
株
﹂（
前
掲
注（
３
）﹃
近
世
大
坂
の
非
人
と
身
分
的
周
縁
﹄）で
、

寛
政
四
年
の
﹁
覚
﹂
を
も
と
に
し
た
検
討
が
あ
る
。
本
件
も
こ
れ

に
関
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
41
） 悲
田
院
文
書
︽
七
四
︾﹁
奉
指
上
一
札
﹂。

（
42
） 悲
田
院
文
書
︽
七
三
︾﹁
奉
差
上
一
札
﹂。

（
43
） 悲
田
院
文
書
︽
五
一
︾﹁
寅
年
節
季
候
申
渡
覚
﹂。

（
44
） 長
吏
文
書
︽
七
〇
二
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂。

（
45
） 才
吉
は
、
相
続
人
が
絶
え
る
天
王
寺
垣
外
の
実
家
林
八
家
に
倅
市

次
郎
を
相
続
人
と
し
、
本
人
は
十
三
組
小
頭
を
退
き
代
判
人
と
な

っ
て
い
る
（
前
掲
注
（
37
）
長
吏
文
書
︽
七
一
八
︾﹁
作
恐
口
上
﹂）。

（
46
） 長
吏
文
書
︽
二
八
五
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂。

（
47
） 長
吏
文
書︽
六
〇
〇
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂。
同︽
六
八
三
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂。

な
お
、
よ
ね
は
安
政
三
年
三
月
に
は
離
縁
さ
れ
て
親
元
楠
吉
方
に

引
き
取
ら
れ
て
い
る
（
長
吏
文
書
︽
六
一
二
︾﹁
乍
恐
口
上
﹂）。

（
48
） 悲
田
院
文
書
︽
一
七
︾﹁
乍
憚
口
上
﹂。

（
49
） 文
化
五
年
頃
の
調
査
と
み
ら
れ
る
前
掲
注
（
18
）﹃
大
坂
町
奉
行

所
旧
記
（
上
）﹄
の
﹁
○
転
切
支
丹
類
族
存
命
人
数
、
本
山
・
当

山
下
山
伏
・
比
丘
尼
・
六
斎
念
仏
・
鞍
馬
願
人
・
陰
陽
師
・
神
祇

道
・
神
道
方
・
本
屋
中
間
・
丹
製
法
人
、
大
坂
三
郷
・
兵
庫
・
西

宮
・
塩
飽
嶋
人
数
、
公
事
訴
訟
高
・
牢
舎
人
数
并
御
仕
置
覚
﹂
に

は
、
当
時
の
類
族
と
し
て
﹁
人
数
合
三
人　

但
、
男
計
﹂﹁
此
三
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人
転
切
支
丹
之
曾
孫
・
玄
孫
ニ
而
、
天
王
寺
村
非
人
小
屋
ニ
罷
在

候
﹂
と
の
記
載
が
あ
る
。
曾
孫
と
玄
孫
の
違
い
は
あ
る
が
、
こ
の

三
人
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
50
） 元
文
頃
（
一
七
三
六
～
四
一
）
に
書
写
さ
れ
た
享
保
～
元
文
頃
の

大
坂
町
絵
図
で
、
寛
政
頃
の
追
記
が
う
か
が
え
る
大
阪
北
組
旧
蔵

﹁
大
阪
町
絵
図
﹂（﹃
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵　

大
阪
町
絵
図
﹄
慶
応

義
塾
大
学
三
田
情
報
セ
ン
タ
ー
発
行
、
一
九
九
二
）
に
は
、
八
カ

所
の﹁
非
人
村
﹂﹁
非
人
﹂の
注
記
が
施
さ
れ
て
い
る
。
毘
沙
門
は
、

傍
ら
に
毘
沙
門
池
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
場
所
は
特
定
で

き
る
が
、
砂
場
の
地
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
近
世
の
版
行
大

坂
図
を
通
覧
し
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
最
大
・
最
詳
と

評
価
さ
れ
た
﹁
増
修
改
正
摂
州
大
阪
地
図
﹂
に
は
、
六
カ
所
の
非

人
村
と
市
中
に
高
原
の
﹁
非
人
ゴ
ヤ
﹂
を
記
載
す
る
が
、
砂
場
は

確
認
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
近
世
刊
行
大
坂

図
に
み
る
千
日
墓
所
と
そ
の
周
辺
﹂（
大
阪
人
権
博
物
館
編
﹃
絵

図
の
世
界
と
被
差
別
民
﹄
調
査
報
告
書
第
三
集
、
二
〇
〇
一
）
を

参
照
の
こ
と
。

（
51
） 前
掲
注
（
３
）
塚
田
﹃
都
市
大
坂
と
非
人
﹄
二
七
頁
。

（
52
） 前
掲
注
（
３
）
塚
田
﹃
都
市
大
坂
と
非
人
﹄
三
〇
頁
。




